
平成 30 年度岡崎市社会福祉審議会児童福祉専門分科会

日時：平成 30 年４月 12 日（木）

午後２時～

会場：岡崎市福祉会館３階視聴覚室

次 第

１ 開 会

２ 委員自己紹介

３ 事務局職員自己紹介

４ 議 事

⑴ 会長選任 

⑵ 児童福祉専門分科会の職務、役割について 

 ⑶ 放課後児童健全育成事業の基準条例の一部改正について 

 ⑷ 平成 30 年度主要・新規事業について 

・児童養護施設整備補助業務

・子ども・子育て支援事業計画策定業務

・新設保育園整備業務

５ その他

６ 閉 会



平成 30 年４月 12 日(木)



岡崎市社会福祉審議会運営規程

別表第１（第４条第２項関係）抜粋

各 専 門 分 科 会 の 審 議 事 項

分科会名
基本的な審

議事項
法令が規定する審議会関連事項

児童福祉

専門分科

会

児童及び母

子の保健福

祉に関する

事項

・児童、妊産婦の福祉に関する事項の調査審議、市長諮問への答申、関係行政

機関への意見の具申 （児童福祉法第８条）

・児童及び知的障がい者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等の推

薦又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等への必要な勧告

（児童福祉法第８条第７項）

・設備又は運営が最低基準に達せずかつ児童福祉に著しく有害と認められる特

定児童福祉施設（助産施設、母子生活支援施設及び保育所）設置者への事業

停止命令を行なう場合の意見 （児童福祉法第46条第４項）

・特定児童福祉施設（助産施設、母子生活支援施設及び保育所）に対し最低基

準を超えて設備及び運営を向上させるよう市長が勧告する場合の意見

（岡崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第４条第１項）

・家庭的保育事業者等に対し最低基準を超えて設備及び運営を向上させるよう

市長が勧告する場合の意見

（岡崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例第４条第１項）

・放課後児童健全育成事業者に対し最低基準を超えて設備及び運営を向上させ

るよう市長が勧告する場合の意見

（岡崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第３条第１項）

・無認可児童福祉施設へ事業停止又は施設閉鎖を命ずる場合の意見

（児童福祉法第59条第５項）

・母子家庭等の福祉に関する事項の調査審議、市長諮問への答申及び関係行政

機関への意見の具申 （母子及び父子並びに寡婦福祉法第７条）

・母子福祉資金貸付金の貸付を市が停止する場合の意見

（母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第13条）

・父子福祉資金貸付金の貸付を市が停止する場合の意見

（母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の７）

・寡婦福祉資金貸付金の貸付を市が停止する場合の意見

（母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第38条）

・母子保健に関する事項の調査審議、市長諮問への答申、関係行政機関への意

見の具申 （母子保健法第７条）

議題２
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放課後児童健全育成事業の基準条例の一部改正について

こども育成課

１ 放課後児童健全育成事業とは

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第6条の3第2項の規定に基づき、保

護者が労働等により昼間家庭にいない小学校の子どもたち（放課後児童）に対

し、授業の終了後に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供して、

その健全な育成を図るものです。

本市においては、公立の児童育成センター35か所と民間児童クラブ９か所

があり、約2,800人が利用しています。

２ 改正の趣旨

児童福祉法第34条の８の２の規定に基づき、市町村は放課後児童健全育成

事業の設備及び運営について、条例で定めなければならないこととされていま

す。特に、事業に従事する者及びその員数については、放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準

省令」という。）に従い条例を定めることとされています。

基準省令の一部改正（平成30年４月１日施行）に伴い、岡崎市放課後児童

健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成26年岡崎市条例第31

号。以下「基準条例」という。）を改正する必要があります。

３ 改正の内容

⑴ 基準条例において、事業者は、事業の支援単位ごとに、放課後児童支援員

を２名以上置くこととされており、放課後児童支援員は、条例第10条第３

項各号に定める基礎資格を有している者であって、都道府県知事が行う研修

を修了したものでなければならないと規定しています。

現在、高等学校を卒業していない者については、放課後児童支援員となる

ための研修を受講する資格がなく、放課後児童支援員となることができませ

ん。

議題３

放課後児童クラブで働く方の中には、中卒であり放課後児童支援員にはなれ

ないが、経験豊富で評価の高い方も多く、中卒者にも基礎資格を拡大すべき

○次のとおり受講資格に追加する。（基準条例第10条第３項第10号を新設）

５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
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⑵ 基準条例第10条第３項第４号で、学校教育法の規定により、学校の教諭

となる資格を有する者を放課後児童支援員の基礎資格として規定していま

す。

４ 改正案

改正案 現行

（職員） （職員）

第10条 略 第10条 略

２ 略 ２ 略

３ 放課後児童支援員は、次の各号

の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ

て、都道府県知事が行う研修を修

了したものでなければならない。

３ 放課後児童支援員は、次の各号

の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ

て、都道府県知事が行う研修を修

了したものでなければならない。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略

(4) 教育職員免許法（昭和24年法

律第147号）第４条に規定する免

許状を有する者

(4) 学校教育法の規定により、幼

稚園、小学校、中学校、義務教

育学校、高等学校又は中等教育

学校の教諭となる資格を有する

者

(5)～(9) 略 (5)～(9) 略

(10) ５年以上放課後児童健全育

成事業に従事した者であって、

市長が適当と認めたもの

新設

４・５ 略 ４・５ 略

５ 改正スケジュール

平成30年６月議会に上程予定

教員免許の更新を受けていない場合の取扱いが不明確

有効な教員免許を取得した者を対象とする規定に改正する。
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児童養護施設整備補助業務

こども育成課

【事業概要】

現在、大西町にある児童養護施設「岡崎平和学園」は、施設の老朽化や耐震等の問題に

対応するため、平成32年度から国正町への移転を計画しています。市は、施設利用者の

福祉の向上のため、その整備費の一部を補助します。

【事業スケジュール】

平成30年８月着工予定

平成32年３月完成予定

【施設の概要】

敷地面積 4,687㎡ 定員36人（予定）

管理棟（子育て支援室、心理療法室等）

地域交流棟（一時避難所機能あり）

児童生活棟（幼児、男子、女子）

【移転予定地】

国正町字下川田（六ツ美南部学区）

【予算額】

平成30年度 13,190千円 平成31年度 31,463千円

児童養護施設とは、保護者のいない児童、虐待さ

れている児童その他環境上養護を要する児童を

入所させて、これを養護し、あわせて自立のため

の援助を行うことを目的とする施設です。

予定地

福岡南保育園

議題４
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子ども・子育て支援事業計画策定業務

こども育成課

【事業概要】

子ども・子育て支援法により、市町村は５年を一期とす

る子ども・子育て支援事業計画の策定が義務付けられて

います。

平成27年３月に策定した「おかざきっ子 育ちプラン」

の計画期間が平成31年度末に終了することを見据え、次

期計画の策定に向けて、子育て世帯等に対してニーズ調

査を実施します。

【調査時期】

平成30年11月頃

【調査対象】

市内在住の就学前のお子さんをお持ちの世帯・保護者

市内在住の小学生のお子さんをお持ちの世帯・保護者

市内の保育園・幼稚園・認定こども園の職員

市内事業者

【策定の方法】

上記のニーズ調査のほか、庁内ヒアリング調査、子ども・子育て会議における審議及

びパブリックコメントの実施等により、本市の実情に即した計画を策定してまいります。

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

【予算額】

平成30年度 6,259千円（ニーズ調査等委託料）

児童育成支援行動計画

平成 17 年度～26 年度

岡崎市子ども・子育て支援事業計画（現計画）

「おかざきっ子 育ちプラン」
後継計画

計画の改定・策定 評価・次期計画策定 次期計画
平成 32 年度～36 年度

進捗状況の検証・管理

ニーズ調査
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新設保育園整備業務

保育課

【事業概要】

岡崎市全体の保育需要は年々高まっており、特に岡崎区域においてはJR岡崎駅周辺を

中心に高まっております。その高まる保育需要に即応するため、今年度4月から南部市民

センター分館敷地内に3歳未満児を対象とした「南部乳児保育園」を暫定的に開所しまし

た。

しかし、平成32年4月には岡崎駅南土地区画整理事業地内に「藤田保健衛生大学 岡

崎医療センター」の開院も予定されており、今後も保育需要は衰えることはないと見込

まれます。そのために岡崎区域に保育所の新設を進め、保育需要の緩和に努めていきま

す。

出典：おかざきっ子 育ちプラン
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出典：おかざきっ子 育ちプラン

【事業スケジュール】

平成30年度 取得予定の用地測量

取得予定地内の建物補償に係る物件調査等

事業用地の取得

保育園建設及び運営事業者の選定

平成31・32年度 実施設計・園舎建設工事に対する助成（国県を含む市補助金交付）

平成3３年度 4月開園（予定）

【施設の規模】

定員 200人程度

対象年齢 ６か月～小学校就学前

【移転予定地】

若松町字西ノ切周辺（岡崎区域）

予定地については別紙参照
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